
  

一 

令和 7 年 9 月 9 日 (火曜日) 千 葉 県 報 第１４０７４号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

千
葉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
実
態
調
査
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

 
 

公 
 

告 

○ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
□
四
件
□ 

 
 

 
 

 

二 

○ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

○ 

建
設
業
法
に
基
づ
く
処
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 

 
 

監
査
委
員
公
告 

○ 

監
査
結
果
の
公
表 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

落
札
者
等
の
公
告 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
四
百
八
十
五
号 

 

千
葉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
実
態
調
査
を
実
施
す
る
の
で
□
千
葉
県
統
計
調
査
条
例
□
昭
和
二
十
五
年
千
葉
県

条
例
第
一
号
□
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

調
査
の
名
称 

 
 

千
葉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
実
態
調
査 

二 

調
査
の
目
的 

 
 

本
県
の
県
民
活
動
に
対
す
る
施
策
を
推
進
及
び
次
期
県
民
活
動
推
進
計
画
策
定
の
基
礎
資
料
と
す
る

た
め
□
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
お
け
る
組
織
運
営
や
財
務
状
況
等
の
現
状
及
び
活
動
上
の
課
題
な
ど
を
調
査
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
□ 

三 

調
査
事
項 

 

１ 

法
人
の
属
性
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

２ 

事
業
及
び
活
動
全
般
の
状
況
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

３ 

財
務
状
況
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

４ 

連
携
及
び
協
働
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

５ 

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

６ 

内
閣
府
ウ
□
ブ
報
告
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

７ 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
制
度
に
係
る
Ａ
Ｉ
チ
□
□
ト
ボ
□
ト
の
利
用
に
関
す
る
こ
と
□ 

四 

調
査
の
範
囲 

 
 

千
葉
県
又
は
千
葉
市
認
証
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

五 

調
査
の
期
日 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日
現
在
で
行
う
□ 

六 

調
査
の
方
法 

 
 

知
事
が
□
四
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
調
査
票
を
配
付
し
□
報
告
を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
行
う
□ 

七 

結
果
の
公
表 

 
 

知
事
は
□
調
査
結
果
を
千
葉
県
ホ
□
ム
ペ
□
ジ
に
よ
り
速
や
か
に
公
表
す
る
も
の
と
す
る
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
四
百
八
十
六
号 

 

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
□
第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
□ 

 

そ
の
関
係
図
書
は
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
成
田
土
木
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

仲
町
二
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域 

 

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
第
一
号
か
ら
標
柱
第
二
〇
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

標
柱
第
二
〇
号
と
標
柱
第
一
号
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
各
標
柱

を
結
ぶ
線
は
□
直
線
と
す
る
□ 

 

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
地
番 

標

柱

番

号 

市 

町 

村 

名 

大

字

名 

地 
 

 
 

 
 

 
 

 

番 

 
 

 

一 

 
 

 

二 

 
 

 

三 

 
 

 

四 五 六 七 八 九 

一
〇 

一
一 

成

田

市 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

仲

町 

〃 

本

町 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

仲

町 

三
七
〇
番
地
先
の
道
路
敷 

三
七
七
番
二 

五
七
一
番
一 

五
七
一
番
一 

五
七
〇
番 

五
七
〇
番 

五
七
〇
番 

五
六
九
番 

五
六
九
番 

五
六
九
番 

三
八
四
番
三 

 
 

 
 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

7

年

9 

月

9

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１４０７４号 令和 7 年 9 月 9 日 (火曜日) 
 

 
 

 

一
二 

一
三 

一
四 

一
五 

一
六 

一
七 

一
八 

一
九 

二
〇 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

三
八
四
番
一 

三
八
四
番
三 

三
八
一
番 

三
八
一
番 

三
八
一
番 

三
八
〇
番
一 

三
八
〇
番
一 

三
七
八
番
一 

三
七
七
番
二 

  

千
葉
県
告
示
第
四
百
八
十
七
号 

 

土
地
区
画
整
理
法
□
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
□
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
四
街

道
市
物
井
新
田
土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
□
事
業
施
行
期
間
及
び
資
金
計
画
□
の
変
更
を
次
の
と

お
り
認
可
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千
葉
県
知
事 
 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

四
街
道
市
物
井
新
田
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

四
街
道
市
物
井
八
四
八
番
地 

三 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
月
六
日 

四 

変
更
の
内
容 

 
 

事
業
施
行
期
間 

 
 

変
更
前 

平
成
二
十
一
年
十
月
六
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 
 

変
更
後 

平
成
二
十
一
年
十
月
六
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
九
月
九
日 

公

告 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
七
年
九
月
九
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
九
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
七
年
九
月
九
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
九
日
ま
で
□
千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

金
田
東
地
区
一
〇―

二
街
区
商
業
施
設 

 
 

 

木
更
津
市
金
田
東
二
丁
目
一
四
番
地
一 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

Ｎ
Ｃ
Ｓ
ア
□
ル
イ
□
キ
□
ピ
タ
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

新
井
貴 

 
 

 

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
一
五
番
三
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地 

 
 

 

木
更
津
都
市
計
画
事
業
金
田
東
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
一
〇―

二
街
区
四
画
地 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地 

 
 

 

木
更
津
市
金
田
東
二
丁
目
一
四
番
地
一 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
五
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
十
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
木
更
津
市
経
済
部
産
業
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
七
年
九
月
九
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
九
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
七
年
九
月
九
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
九
日
ま
で
□
千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
馬
立
店 

 
 

 

市
原
市
馬
立
字
出
戸
美
一
□
九
一
六
番
地
一
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 



  

三 

令和 7 年 9 月 9 日 (火曜日) 千 葉 県 報 第１４０７４号 
 

 
 

株
式
会
社
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ 

代
表
取
締
役 

青
木
宏
憲 

 
 

 

石
川
県
白
山
市
松
本
町
二
□
五
一
二
番
地 

 
３ 
変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

 
 

 
ス
□
パ
□
ガ
□
ツ
馬
立
店 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

 
 

 

ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
馬
立
店 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
七
年
三
月
十
二
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
市
原
市
経
済
部
商
工
業
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
七
年
九
月
九
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
九
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
七
年
九
月
九
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
九
日
ま
で
□
千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 
熊 
谷 

 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

□
仮
称
□
八
街
シ
□
□
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
□
Ｂ
街
区 

 
 

 

八
街
市
八
街
字
後
野
分
に
二
八
六
番
二
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

大
和
リ
□
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

北
哲
弥 

 
 

 

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
農
人
橋
二
丁
目
一
番
三
六
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

大
和
リ
□
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

森
田
俊
作 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

大
和
リ
□
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

北
哲
弥 

 

５ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

ウ
エ
ル
シ
ア
関
東
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

鈴
木
孝
之 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
東
大
宮
四
丁
目
四
七
番
地
七 

 

６ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

未
定 

 

７ 

変
更
年
月
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
三
年
四
月
一
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
七
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
七
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
八
街
市
経
済
環
境
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
七
年
九
月
九
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
九
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
七
年
九
月
九
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
九
日
ま
で
□
千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

Ｐ
Ｉ
Ａ 

Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｙ 

ｙ
ａ
ｃ
ｈ
ｉ
ｍ
ａ
ｔ
ａ 

ａ
ｓ
ａ
ｈ
ｉ 

 
 

 

八
街
市
八
街
字
六
万
坪
に
二
五
二
番
地
六
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
カ
ス
ミ 

代
表
取
締
役 

塚
田

明
ほ
か 

 
 

 

茨
城
県
つ
く
ば
市
西
大
橋
五
九
九
番
地
一
ほ
か 

 
３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
株
式
会
社
カ
ス
ミ 

代
表
取
締
役 

石
井
俊
樹
ほ
か 

 

４ 
変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
カ
ス
ミ 

代
表
取
締
役 

塚
田

明
ほ
か 

 

５ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
カ
ス
ミ 

代
表
取
締
役 

石
井
俊
樹
ほ
か 

 

６ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
カ
ス
ミ 
代
表
取
締
役 

塚
田

明
ほ
か 

 

（一） 

 

（二） 
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７ 

変
更
年
月
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
三
年
四
月
一
日
及
び
令
和
六
年
三
月
一
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
六
年
三
月
一
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
二
月
十
七
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
八
街
市
経
済
環
境
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

株
式
会
社
イ
ト
□
ヨ
□
カ
堂
姉
崎
店 

 
 

市
原
市
姉
崎
字
鐙
田
六
四
五
番
地
一 

二 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
前
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

六
□
五
六
一
平
方
メ
□
ト
ル 

三 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
後
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

〇
平
方
メ
□
ト
ル 

四 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
一
□
〇
〇
〇
平
方
メ
□
ト
ル
以
下
と
な
□
た
日 

 
 

令
和
七
年
二
月
二
十
四
日 

五 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
四
月
三
十
日 

  
 

 

建
設
業
法
に
基
づ
く
処
分 

 

建
設
業
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
処
分

し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

商
号 

千
東
建
設
株
式
会
社 

二 

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地 

市
川
市
新
田
一
丁
目
二
三
番
一
四
号 

三 

代
表
者
の
氏
名 

田
口
玲
子 

四 

許
可
番
号 

千
葉
県
知
事
許
可
□
般
・
特―

六
□
第
四
九
七
八
七
号 

五 

処
分
の
内
容 

建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
停
止 

 

１ 

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲 

 
 

 

土
木
工
事
業
に
関
す
る
営
業
の
う
ち
□
公
共
工
事
□
国
□
地
方
公
共
団
体
□
法
人
税
法
□
昭
和
四

十
年
法
律
第
三
十
四
号
□
別
表
第
一
に
掲
げ
る
公
共
法
人
□
地
方
公
共
団
体
を
除
く
□
□
若
し
く
は

建
設
業
法
施
行
規
則
□
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
□
第
十
八
条
に
規
定
す
る
法
人
が
発
注

者
で
あ
る
建
設
工
事
又
は
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法

律
□
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
□
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
に
係
る
建
設
工
事
を

い
う
□
□
に
係
る
も
の 

 

２ 

期
間 

 
 

 

令
和
七
年
八
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
八
年
八
月
二
十
日
ま
で
の
一
年
間 

六 

処
分
の
原
因
と
な
□
た
事
実 

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日
に
千
葉
地
方
裁
判
所
か
ら
□
刑
法
□
明
治

四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
□
第
九
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
元
役
員
を
懲
役
刑
に
処
す
る
旨

の
判
決
□
執
行
猶
予
付
き
□
が
あ
り
□
こ
れ
が
確
定
し
て
お
り
□
こ
の
こ
と
が
□
建
設
業
法
第
二
十
八

条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
□ 

七 

処
分
を
し
た
日 

令
和
七
年
八
月
二
十
日 

監

査

委

員

公

告 

 
 

 

監
査
結
果
の
公
表 

 

令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
同
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
□
地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
□
第
百
九
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
し
た
結
果
を
別
冊
の
と
お
り
公
表
す

る
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

小 

倉 
 

 
 

明 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

川 

口 
 

明 

浩 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

實 

川 
 

 
 

隆 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

坂 

下 
 

し
げ
き 

特

定

調

達

公

告 

 
こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は
□
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る
□ 

 
 

 
 

     

 

（一） 

 

（二） 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

７
年

９
月

９
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

教
育

委
員

会
教

育
長

 
 

杉
 

野
 

 
可

 
愛

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び
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所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 
①

学
習

用
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
Ｗ

Ａ
Ｎ

接
続

回
線

専
用

線
化

運
用

保
守

業
務

委
託

 
②

千
葉

県
教

育
庁

教
育

振
興

部
学

習
指

導
課

 
千

葉
市

中
央

区
市

場
町

１
番

１
号

 
③

令
和

７
年

４
月

１
日

 
④

株
式

会
社

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
イ

ニ
シ

ア
テ

ィ
ブ

 
東

京
都

千
代

田
区

富
士

見
二

丁
目

１
０

番
２

号
 

⑤
９

３
０

，
３

９

５
，

４
０

０
円

 
⑥

随
意

契
約

 
⑧

地
方

公
共

団
体

の
物

品
等

又
は

特
定

役
務

の
調

達
手

続
の

特
例

を
定

め
る

政
令

（
平

成
７

年
政

令
第

３
７

２
号

）
第

１
１

条
第

１
項

第
２

号
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購
読
料 

本
号
□
別
冊
を
含
む
□
□ 

 

一
部 

 
 

 
 

 

四
二
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

 


